
- 日本の医療の発展、健康長寿社会の実現を目指して -

医療分野の研究促進の取組みへのご協力のお願い
認定匿名加工医療情報作成事業者への医療情報の提供

当院では、2018年5月に施行された「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
情報に関する法律」に基づき、当院の医療情報を「政府から認定を受けた認定匿名加工医
療情報作成事業者（認定事業者）」に提供してまいります。

※高齢社会等の医療における課題解決、日本の医療の発展に向け、当院も積極的に取り
組んで参りますので皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

当院を受診された皆さまへ

皆さまの医療情報が匿名加工され、医療の進歩につながる流れ

①当院で受診された皆様の、医療情報（診察・
検査・治療に関する情報）は政府の認定を受
けた認定事業者に提供されます。

※提供する医療情報とは、

・電子カルテに記載された各種情報
・ＤＰＣ情報、レセプト情報

②認定事業者は、政府が定めた安全対策措置に
基づき、医療情報を厳重に管理した上で、氏名
や住所などの特定の個人を識別できる情報が分
からないように匿名加工を行い、大学などの研究
機関や製薬会社に提供します。

③匿名化され提供された情報が活用されることで、
新薬や医療行為など、従来では行えなかった
新たな研究を行うことができます。

④創薬や医療機器開発などの成果によって医療

が発展し、医療の質が向上することで、これま
で以上により良い医療サービスを受けることに
繋がります。

本院では皆さまからの問合せ、ご自身の診療情報の提供を停止する場合の手続きなどを地域医療連携
課でお受けします。提供を望まない方（患者さまのご遺族、代理人の方を含みます）はいつでも提供の
停止を求めることができます。
地域医療連携課で申請書をご記入いただくか、電話でお申し出ください。

長浜赤十字病院 地域医療連携課 TEL0749-68-3314  平日 8:30～17:00

■ 次世代医療基盤法について、詳しくは以下をご覧ください。
内閣府日本医療研究開発機構・医療情報基盤担当室
https://www8.cao.go.jp/iryou/index.html

安全性に配慮した
ネットワークで送信

次世代医療基盤法

https://www8.cao.go.jp/iryou/index.html

